
京都市女性総合センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

平成１７年３月３１日 

京都市長 桝 本 賴 兼   

京都市規則第１６０号 

京都市女性総合センター条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市女性総合センター条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第 3 備考以外の部分中 
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レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー  

 

１ 台

1,500 

オ ー プ ン テ ー プ デ ッ キ 1,500 

カ セ ッ ト テ ー プ デ ッ キ 700 

Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー 700 

デジタルオーディオテープデッキ 700 

カ セ ッ ト テ ー プ デ ッ キ  800 
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Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー  
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Ｍ Ｄ プ レ ー ヤ ー 800 
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800 

デジタルオーディオテープデッキ 800 

舞 台 音 響 セ ッ ト  

一 式
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音 響 セ ッ ト 2,300 

録 音 セ ッ ト 3,500 

録 画 用 録 音 設 備 １ チ ャ ン ネ ル 1,500 

舞 台 音 響 セ ッ ト  
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マ イ ク セ ッ ト 2,600 
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ス ク リ ー ン 
イベントホール用

１ 張 り
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ビ デ オ ム ー ビ ー
１ 台

1,100 

テ レ ビ カ メ ラ 3,200 

撮 影 セ ッ ト
 

一 式
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編 集 セ ッ ト 一 式 6,000 
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Ａ セ ッ ト
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Ｂ セ ッ ト 6,900 
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ワ ー ド プ ロ セ ッ サ １ 台 200 

臨 時 照 明 設 備 １ キ ロ ワ ッ ト 300 

カ ラ ー フ ィ ル タ ー
 
 

一 式

300 

Ａ セ ッ ト 2,600 

Ｂ セ ッ ト 8,000 
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審 判 台
 

１台につき１日

100 

得 点 板 100 

電 光 式 得 点 表 示 板 １基につき１日 2,200 

３ ０ 秒 計 １対につき１日 1,100 

長 机 １脚につき１日 100 

得 点 板 １台につき１日 100 

長 机 １脚につき１日 100 

に，「1,300」を「1,500」に， 



焼 成 窯 １ 基 1,200 

茶 道 具 一 式 2,400 

展 示 パ ネ ル １枚につき１日 500 
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音響セット」及び「撮影セット及び」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

（文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課） 

 

茶 道 具 一 式 2,700 

展 示 パ ネ ル １枚につき１日 600 

案 内 板 １ 台 300 
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を

に改め，同表備考３中「，


